
注 意 喚 起 ！注 意 喚 起 ！

偽物

ど
う
し
よ
う
…

12・1
月号
12・1
月号
No.162

2013.12.1

P2　商品テスト情報　シリコーン製調理器具について

発行／富山県生活環境文化部県民生活課・富山県消費生活センター　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/index.html

「後で高値で買い取る」という言葉を信じ
購入したダイヤモンド

～連絡がとれなくなったのですが…～

歯みがき中の乳幼児の事故に注意！歯みがき中の乳幼児の事故に注意！歯みがき中の乳幼児の事故に注意！

ある業者が販売する商品や権利
等を別の業者が「高く買い取る」など
と言って契約させようとする、いわゆ
る「劇場型勧誘」の相談は以前から

寄せられていますが、最近では、未公開株や怪し
い社債など投資に関連したものだけでなく、ダイ
ヤモンドや金、美術品等の購入を勧誘するケース
もあります。
相談者には、詐欺被害にあったと思われること

から、早急に警察に届けるよう助言しました。実
際に商品等の買い取り等が行われたケースは確
認されておらず、一度支払ってしまうと連絡が取
れなくなり、お金を取り戻すことは困難です。

トラブルに巻き込まれ
ないためには、「高値で買
い取る」などといった、う
まい話には絶対に乗らな
いことが大切です。また、
宅配便で現金を送ること
は禁止されています。
高齢者がトラブルにあ

うケースが多いので、家
族など周りの人の見守りが大切です。
万一トラブルにあったら、一人で悩まないで、早め

に身近な人や市町村相談窓口、県消費生活センター
にご相談ください。

　突然、自宅にA社からダイヤモンド販売のパンフレットが送られてきました。しばらくして、
B社から「A社のパンフレットが送られてきていないか。個人でしか買えないので、当社の代わ
りに買ってくれれば後で高値で買い取る」と電話があり、指示されたとおり宅配便で現金（数
百万円）を送付しました。その後、ダイヤモンドが送られてきたので、B社に買い取ってもらお
うと電話をしましたがつながりません。ダイヤモンドを鑑定してもらったところ、偽物だとわか
りました。お金を取り戻せないでしょうか…。（80代 女性）

乳幼児が、歯みがき中に転倒したり、歯ブラシをくわえたまま人や物にぶつかってけがをしたという事故情報が寄せられて
います。歯ブラシはとがった部分がないため危険性を認識しにくいものですが、喉などに深く刺さった場合には大きなけがを
する場合があります。事故を防ぐために、次のことに注意しましょう。
●自分で歯ブラシを持って歯みがきを始めることは、子どもの成長発育にとって大切なことですが、
喉などに深く刺さった場合には生命が脅かされる危険性もあります。保護者の方は事故の危険性
を十分に認識し、歯ブラシを口にくわえたり手に持たせたまま歩き回らせない、いすや踏み台など
不安定な場所で歯みがきをさせないなどの注意が必要です。

●発育途上にある乳幼児は、身体のバランスが悪く転倒しやすいため、歯みがき中は保護者の方が
必ずそばに付き添って注意を払うことが大切です。
詳しくは、独立行政法人国民生活センターのホームページをご覧ください。
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｏｋｕｓｅｎ．ｇｏ．ｊｐ/kiken/index.html



商品テスト情報 シリコーン製調理器具について
電子レンジで手軽に蒸し物などができるシリコーン製調理器具（ふた付き容器）は、高い耐熱性やファ

ッション性が注目され、店頭には色鮮やかな製品が並んでいます。一方で、全国では調理中に発煙・発火
した事例や材質の安全性についての相談が寄せられていることから、北陸三県（富山県、石川県、福井
県）の消費生活センターが共同で、表示、安全性、使用性等のテストを実施し、購入時や使用時の留意点
などをまとめましたのでお知らせします。

●対象品の価格は、105円～2,940円の範囲で平均1,475円
でした。

●全銘柄を、表示規程（「家庭用品品質表示法 合成樹脂加工
品品質表示規定」の「食事用、食卓用又は台所用の器具」の
うち「容量表示を必要としない容器」に該当）の対象とみな
して、「原料樹脂」、「耐熱温度」、「取扱上の注意」、「表示者
名」および「連絡先」の表示を確認した結果、全銘柄が表示
規程を満たしていました。

●任意の表示事項等では、全銘柄で耐冷温度や生産国、使用
不可機器の表示があり、ほとんどの銘柄で容量や寸法、使
用可能機器の表示がありました。

●レシピ付きのものが８銘柄あり、電子レンジを使用する場合
のレシピのＷ（ワット）数が500Ｗのものが３銘柄、500Ｗお
よび600Ｗのものが２銘柄、600Ｗのものが２銘柄、500Ｗ
および1,000Ｗのものが１銘柄ありました。
　　また、そのうちの６銘柄でＷ数と調理時間の換算表が付
いており、調理の際に参考になると思われます。

●電子レンジによる料理では、半透明及び白色トレイに野菜
の色素がわずかに付着し、全銘柄ともわずかな臭いが残り
ました。また、参考として、水を加えない少量の人参を最大
出力で加熱したところ、約３分間で発火しました。

●FTIR（フーリエ変換赤外線分光光度計）でのスペクトル分析
の結果、シリコーンの主要元素である、ケイ素（Si）、炭素
（C）、酸素（O）が確認されました。
●食品衛生法で規制されているホルムアルデヒドおよび重金
属について、規格基準に定める試験方法に準じ溶出試験を
行った結果、全銘柄とも、規格基準を満たしていました。

●耐熱性試験の結果、一部の銘柄（№1、№6）で僅かな色変
化が見られましたが、全銘柄とも形状の変化はなく、JIS（日
本工業規格）を満たしていました。

北陸三県の百貨
店、ホームセン
ター、100円ショ
ップなどで購入
した10銘柄をテ
ストしました。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

テスト結果
●銘柄によって耐熱温度や形状などに違いがある
ため、目的に合ったものを表示等でよく確かめて
から選びましょう。

●シリコーンは、柔らかい素材であり、熱い食材を
入れた状態で持ち運びする場合、内容物がこぼ
れやすいため、持ち手がしっかりして安定感のあ
るものを選びましょう。

●電子レンジや電気オーブン専用の調理器具であ
り、直火やオーブントースター、グリル機能等に
は使用できません。（具体的に使用できない機器
は取扱説明書等でしっかり確認しましょう）

●シリコーンは、食材の色や臭いが付着しやすい性
質があります。（容器の色が薄いものや透明のも
のほど食材の色移りが目立つ傾向にあります）

購入時の留意点

●誤使用により容器が劣化したり燃え出すおそれ
があるため、空の容器や油のみを入れて加熱を
してはいけません。また、水分が少ない食材の場
合は水を加え、油分の多い食材や少なめの食材
を調理する場合は加熱時間を短めにする等の工
夫をしましょう。

●電気オーブンで使用する場合は、耐熱温度以上
にならないよう気を付けましょう。

●加熱後の持ち運びは、ミトンやふきん等を使い、
ふたを開ける際は蒸気に気を付けましょう。

●シリコーンは柔らかく傷つきやすいため、スチー
ルたわしや磨き粉で洗ってはいけません。

●食材を入れたまま長時間放置すると、臭いや色
移り等の原因になるため気を付けましょう。

使用時の留意点



とやまエコ・ストア

はじめませんか、冬の省エネ
今年もまた冬がやってきました。厳しい寒さの中、ついつい暖房器具の設定温

度を上げたり、つけっぱなしにしたりと、エネルギー消費量が増えてしまいがち
ですが、ちょっとした工夫によって部屋の暖房効率や体感温度を上げることができます。
光熱費の節約だけでなく、地球にもやさしい省エネライフスタイルを実践してみませんか。

富山県が全国初となる県下全域でのレジ袋無料配布廃止の取組み開始から５年が経過しました。
現在、県民の皆さんのご理解・ご協力により、マイバッグ持参率が94％と全国トップの高い水準を維持す

るとともに、実施店舗数も当初から2倍以上に拡大するなど大きな成果をあげており、この取組みは、県内
だけでなく、全国にも大きく広がっているところです。
県では、こうした取組みをさらに推進し、エコライフの一層の定着と拡大を図るため、レジ袋の無料配布

の廃止に加え、資源物の店頭回収、環境に配慮した店舗空調温度の設定など、消費者と協働で環境配慮行
動に積極的に取り組む小売店舗を登録する「とやまエコ・ストア制度」を10月20日にスタートさせました。

エアコン
●重ね着などをして、室温20℃を心がけましょう。
●窓には厚手のカーテンを掛けましょう。

テレビ
●画面の明るさを下げましょう。
●必要な時以外は消しましょう。

照明
●不要な照明をできるだけ消しましょう。

ジャー炊飯器
●早朝にタイマー機能で1日分をまとめて炊きましょう。
●保温機能は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵庫に保
存しましょう。

温水洗浄便座（瞬間式）
●便座保温・温水の設定温度を下げましょう。
●不使用時はふたを閉めましょう。

待機電力
●リモコンではなく、本体の主電源を切りましょう。
●使わない機器はプラグを抜いておきましょう。

冷蔵庫
●冷蔵庫の設定を「弱」に変えましょう。
●扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。
●食品をつめこまないようにしましょう。

※地域や年齢、体調など、それぞれのご事情のもと、
　無理のない範囲でご協力をお願いします

とやまエコ・ストア制度スタート！！とやまエコ・ストア制度スタート！！

問合せ先
県環境政策課　ＴＥＬ（０７６）４４４－9618
制度の詳細、登録店の一覧は、県環境政策課ホームページをご覧ください。

消費者の皆さんも、「とやまエコ・ストア制度登録店」とのエコ活動をきっかけに、
エコライフの実践を“あたりまえ”にしましょう！

事業者の取組み 県民の取組み
①レジ袋無料配布廃止
②資源物の店頭回収
③適切な店舗温度設定
　+エコ商品の販売促進等

①マイバッグを持ってお買物を楽しもう！
②登録店舗への資源物の持ち込みに協力しよう！
③お店のエコな取組みを理解し、協力しよう！

太陽光パネル導入や照明の LED化など、
店舗独自の取組みを設定

自由
項目

＋

いずれか
1項目以上

エコ・ストアへの協力・支援をきっかけに、
エコライフの実践をあたりまえにしましょう

スーパーマーケットや
ドラッグストアなど、
53社511店舗が登録！！
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平成25年度 食品表示講習会を開催します

富山市消費生活センター（富山市役所内）
　　　 ……………………………☎０７６－４４３－２０４７
高岡市 市民協働課 …………… ☎０７６６－２０－１５２２
［消費生活相談コーナー（エルパセオ内）］  ☎０７６６－２８－１１４１
魚津市 市民課 ………………… ☎０７６５－２３－１００３
氷見市 市民課 ………………… ☎０７６６－７４－８０１０
滑川市 生活環境課 …………… ☎０７６－４７５－２１１１（内３３４）
黒部市 市民環境課 …………… ☎０７６５－５４－３１９８
砺波市 生活環境課 …………… ☎０７６３－３３－１１５３
小矢部市 市民協働課 ………… ☎０７６６－６７－１７６０（内735）
南砺市 住民生活課（井波庁舎） … ☎０７６３－２３－２０３５
射水市 生活安全課（大島庁舎） … ☎０７６６－５２－７９７４
舟橋村 総務課 ………………… ☎０７６－４６４－１１２１（内２９）
上市町 町民課 ………………… ☎０７６－４７２－１１１１（内１０３）
立山町 住民課 ………………… ☎０７６－４６２－９９１５
入善町 住民環境課 …………… ☎０７６５－７２－１１００（内１３２）
朝日町 住民・子ども課 ………… ☎０７６５－８３－１１００（内135）

◆富山県消費生活センター
　富山市湊入船町６番７号（富山県民共生センター内）
　消費生活相談 ☎０７６－４３２－９２３３
　消費者金融・多重債務相談 ☎０７６－４３３－３２５２
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ０７６－４３１－２６３１
　ＵＲＬ　http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/1731.htm
　【開所時間】
　午前８時３０分～午後５時（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
　毎週火曜日は午前８時３０分～午後８時（休日、年末年始を除く）

◆富山県消費生活センター高岡支所
　高岡市赤祖父211（高岡総合庁舎５階）
　消費生活相談、消費者金融・多重債務相談
　☎０７６６－２５－２７７７　ＦＡＸ０７６６－２５－２８９０
　【開所時間】
　午前８時３０分～午後５時（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

◆富山県消費者協会（富山県民共生センター内）
　※土曜日・日曜日に消費生活に関する相談を受けています。
　☎０７６－４３２－５６９０　午前９時～午後４時

消費生活に関するご相談は、市町村相談窓口、県消費生活センターへ消費生活に関するご相談は、市町村相談窓口、県消費生活センターへ

消費者の安全・安心コーナーホームページＵＲＬ　http://www.consumer-toyama.jp/

対 象 者

産地表示やアレルギー表示など、安全・安心な食品を選択するためには正しい表示が不可欠です。食品
表示の信頼性を揺るがす事件が相次いで発生している中、消費者の食品表示への関心が一層高まってお
り、食品を提供する事業者の皆さんには、適正な食品表示を行っていただくことが求められます。
県では、事業者の皆さんに食品表示制度についての知識と理解を深めていただくため、県内４会場で食

品表示講習会を開催します。食品取扱事業者の皆さんはぜひご参加ください。

日　　時 会　　　場

富山会場
平成26年１月16日（木）
14：00～ 16：20

富山県民共生センターサンフォルテ ２Ｆホール
（富山市湊入船町6-7）

高岡会場
平成26年１月17日（金）
14：00～ 16：20

富山県高岡文化ホール 多目的小ホール
（高岡市中川園町13-1）

新川会場
平成26年１月21日（火）
14：00～ 16：20

黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール
（黒部市三日市20）

砺波会場
平成26年１月22日（水）
14：00～ 16：20

ア・ミューホール
（南砺市寺家新屋敷366）

食品製造・販売業者、飲食店業者、ホテル・旅館業者 等

内 　 容 ①「食品表示について」 講師：県農産食品課
②「景品表示法について」 講師：県県民生活課
③参加者との意見交換・質疑応答

申込方法 申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は郵送でお申込みください。
※申込みの詳細については、「とやま食の安全・安心ホームページ」をご覧ください。

申込み
お問合せ先

県農産食品課食品安全係
〒930-8501 富山県農林水産部農産食品課食品安全係（住所記載不要）
TEL：076-444-8816　FAX：076-444-4410


